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 資料１－１  
 

令和７年度公共用水域及び地下水の水質測定計画（案）について 

 
環境管理課  

 
 水質汚濁防止法第１６条第１項の規定により、都道府県知事は、毎年、公共用水域及
び地下水の水質の測定に関する計画を作成することとされていることから、令和７年度
の測定計画を定めるものである。 
 
 ※「公共用水域」とは、公共的に利用される水域や水路とされ、具体的には、河川、湖沼、港湾、沿 
  岸海域等が該当する。 
 
１ 公共用水域の水質測定計画 
（１）実施の期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 
（２）実施機関 
   県、国土交通省、宮崎市外１２市町 
 
（３）測定項目 
   測定項目は、次のア～オの計７６項目のうち、測定地点毎の特性（事業場などの

立地状況、利水状況、過去の検出状況等）に応じて選定 
  ア 生活環境項目…生活環境の保全に関する項目（ＢＯＤ、ＣＯＤ、大腸菌数等の 
           計１３項目） 
  イ 健康項目  …人の健康の保護に関する項目（カドミウム、砒素等の計２７項

目） 
   ウ 要監視項目  …公共用水域における検出状況からみて、現時点では直ちに環境

基準を設定せず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断され

た項目（クロロホルム、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ等の計２７項
目） 

エ 特殊項目  …水環境への影響に関する知見の集積が必要な項目（フェノール
類、銅、マンガン及び全クロムの計４項目） 

   オ その他の項目…アンモニア性窒素、トリハロメタン生成能、ふん便性大腸菌群
数、透明度及び全有機炭素（計５項目） 

 
（４) 測定地点 
     測定地点は、国土交通省、宮崎市外１２市町による測定計画も考慮し、選定 
      
    表１ 水質測定実施機関別の測定地点数 

          地点の区分

実施機関 

河川 海域 湖沼 計 

６年度 ７年度 ６年度 ７年度 ６年度 ７年度 ６年度 ７年度 

県 １２２ １２２   ３８   ３８   １６０ １６０ 

国土交通省   ２４   ２４       ２４   ２４ 

宮崎市 ３１  ２７     ４     ４     ３５   ３１ 

１２市町   ６０   ６０     ５     ５     １     １   ６６   ６６ 

計 
(延べ測定地点数) 

２３７ ２３３   ４７   ４７     １     １ ２８５ ２８１ 

実測定地点数 １９２ １８８   ４７   ４７     １     １ ２４０ ２３６ 

 



2 

 
 
 

 
 
（５）令和６年度計画との主な変更点 

ア 測定地点の減少 
・ 宮崎市が測定地点の一部（８地点）でローリング方式（２年で１巡）を導入
することに伴い、４地点（清武川合流点、通山橋、佐代橋、知福橋）を削除す
る。 

  イ 測定地点の変更 
・ 串間市の１地点（蔵元橋）が工事のため採水できないことから、上流の代替
地点（和田河原橋）に変更する。 

 
（６）その他 
   常時監視で環境基準値等を超過した場合のほか、事故や災害などで汚濁が発生す

るおそれがある場合についても、適宜、計画外での調査を実施する。 
 
 
２ 地下水の水質測定計画 
（１）実施の期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 
 

（２）実施機関 
      県、国土交通省、宮崎市 
  
（３）調査区分 
   ア 概況調査 

   （ｱ) 有害物質使用事業場周辺調査 
     有害物質を使用している事業場の敷地内の井戸及びその周辺の井戸について 
        実施する調査 
   (ｲ) 定点調査 
     経年的なデータを収集するために継続的に行う調査 
     (ｳ) メッシュ調査（ローリング方式により実施） 
     県内全域の地下水質の状況を把握する調査 
     県全域を５kmメッシュに区切り、井戸が存在する１６５メッシュについて

順次計画的に実施する。 
  イ 継続監視調査 
       過去の調査で汚染が判明した井戸の継続的な監視をする調査 
 
（４）測定項目 

   測定項目は、次のア、イの計４９項目のうち、調査区分の測定地点毎の特性に応 
   じて選定 
   ア 環境基準項目…人の健康の保護に関する項目(カドミウム、砒素等の計２８項

目) 
   イ 要監視項目 …地下水からの検出状況からみて、現時点では直ちに環境基準を

設定せず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断された項目
（クロロホルム、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ等の計２１項目） 
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（５）測定地点 
     測定地点は、国土交通省及び宮崎市による測定計画を考慮し、選定 
 
    表２ 調査区分・実施機関別の測定地点数 

    
 

 
 

測定地点数 

６年度 ７年度 

概
況
調
査 

有害物質使用事業場

周辺調査 

県       １８       １６ 

宮崎市     ９      ９ 

計       ２７       ２５     

 

定点調査 
 

国土交通省         ２         ２      

宮崎市         １         １ 

計         ３         ３ 

     
メッシュ調査 
 

県       ４４       ４４ 

宮崎市         ２         ２     

計       ４６       ４６   

小  計       ７６       ７４     

 
継続監視調査 
 

県       ２９       ３２ 

宮崎市       １６       １６     

計       ４５       ４８     

合   計     １２１     １２２      

 
（６）令和６年度計画との主な変更点 

ア 測定地点の増減 

   （ｱ) 概況調査 
・ 県で実施している有害物質使用事業場周辺調査の２地点（西都市、木城
町）を廃止する。 
  理由：当該事業場の廃止のため。 

     (ｲ) 継続監視調査 
・ 県の測定地点に西都市の３地点を追加し、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡを測定す
る。 

   理由：令和５年度及び６年度の県の調査においてＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ
の暫定指針値超過が確認された地域のモニタリングのため。 

イ 測定項目の増加 
（ｱ) 概況調査 

・ 有害物質使用事業場周辺調査で宮崎市が測定する１地点について、ＰＦＯ

Ｓ及びＰＦＯＡの測定を追加する。 
  理由：ふっ素使用歴のある工場について順次調査を行うため。 

 
（７）その他 

概況調査や事業者からの報告等により新たに明らかになった汚染について、その
汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために「汚染井戸周辺地区調
査」を実施する。 

調査区分 測定機関 


